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第６回東京都市圏物資流動調査にご協力ください 

 

茨城県は、国土交通省や近隣の都県、政令市等の間で東京都市圏交通計画協議会（※）

を組織し、東京都市圏における総合的な交通体系を連携して検討しております。 

このたび、東京都市圏交通計画協議会では、東京都市圏における「物」の動きからみた

交通の実態を把握し、都市交通の観点から総合的な物流対策等の検討を行う際の基礎資料

とするため、下記の通り、「第６回東京都市圏物資流動調査」を実施します。 

茨城県内においても、この調査の対象地域となりますので、アンケート調査の対象とさ

せていただきました事業者様におかれましては、ご協力をいただきますようお願い申し上

げます。 

 

※東京都市圏交通計画協議会（https://www.tokyo-pt.jp）の構成団体： 

国土交通省関東地方整備局、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さい

たま市、相模原市、独立行政法人都市再生機構、東日本高速道路株式会社関東支社、中日本高速道路株式会

社東京支社、首都高速道路株式会社 

記 

 
１ 調査期間 令和５年１０月から１１月まで 

２ 対象地域 東京都（島しょ部を除く）、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県 

３ 調査対象 対象地域内で営業される製造業、卸売業、小売業、飲食店、サービ業、 

       運送業、倉庫業、水運業、航空運輸業、郵便業の事業者から、統計調査手

法に基づいて抽出させていただいた約８．６万（茨城県：約９，９００）

事業者を対象にアンケート調査を実施します。 

４ 調査方法 調査の対象とさせていただいた事業者様に、郵送により調査票を配布さ 

    せていただきます。 

 

※詳細については、別添の国土交通省記者発表資料をご覧ください。 

11 団体同時発表 
国土交通省関東地方整備局、茨城県、埼玉
県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、
川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市 

【問い合わせ先】 
茨城県土木部都市局都市計画課 市街地計画グループ三村、園部 
TEL：029-301-4592（直通） FAX：029-301-4599 
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令和５年 ９月２９日（金） 
国土交通省関東地方整備局企画部 

（東京都市圏交通計画協議会 事務局） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
調査期間 ： 令和５年１０月～１１月 
調査対象   東京都市圏（東京都（島しょ部を除く）・神奈川県・埼玉県・千葉県・ 

茨城県） 
製造業、卸売業、小売業・飲食店、サービス業、運送業、倉庫業、 
水運業、航空運輸業、郵便業の事業所を、統計調査の考え方に基づ 
き抽出して、調査票を配布 
＜東京都市圏全体対象数 約８.６万事業所＞ 

調査方法 ： 調査対象事業所に郵送により調査票を配布 
回答方法は「インターネット」と「郵送（紙の調査票）」から選択 

調査主体 ： 国土交通省、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、 
横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市 

 
東京都市圏交通計画協議会（https://www.tokyo-pt.jp/） 

国土交通省関東地方整備局、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、 
横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市、 

独立行政法人都市再生機構、東日本高速道路株式会社、 
中日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社 

発表記者クラブ  

竹芝記者クラブ、茨城県政記者クラブ、埼玉県政記者クラブ、千葉県政記者会、 
都庁記者クラブ、神奈川県政記者クラブ、神奈川建設記者会、横浜市政記者会、 

横浜ラジオ・テレビ記者会、川崎記者クラブ、 
相模原記者クラブ、千葉市政記者会、さいたま市政記者クラブ 

問い合わせ先 

［東京都市圏交通計画協議会 事務局］ 
国土交通省 関東地方整備局 企画部 広域計画課   TEL048-601-3151（代表） 
課長 千葉 直志（ちば なおし）   課長補佐 礒邉 達夫（いそべ たつお） 

第６回東京都市圏物資流動調査にご協力下さい 
東京都市圏物資流動調査は、東京都市圏に発生・集中する「物」の動きを捉える

ことを目的とした調査です。 
東京都市圏における「物」の流れを把握することにより、都市交通の観点から総

合的な物流対策の検討を行う際の基礎資料とします。 
この調査は、東京都市圏内に立地する事業所を対象に、どのような物が、どれ 

だけ、どこからどこへ移動しているかなど、物の動きからみた交通実態を把握する
ことを目的に概ね１０年ごとに実施しており、今回が６回目の調査となります。 

調査の対象として選定された事業所様におかれましては、是非ともご協力いた 
だきますようお願い申し上げます。 
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パーソントリップ調査とは？ 

私たちが活動する都市は、生活に必要な食料、衣料といった商品や、産業活動に必要な原

料や部品など、多くの「物」が適切に届けられてはじめて成り立ちます。   

「東京都市圏物資流動調査」は、東京都市圏内に立地する事業所を対象に、どのような物

が、どれだけ、どこからどこへ移動しているかなど、物の動きからみた交通実態を把握する

ことを目的に実施しております。  

 

 
 
 

 

 

 

東京都市圏物資流動調査とは？ 

調査結果は、物流施設の立地支援や物資輸送の効率化等、 

さまざまな施策を検討するために活用されています 
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回答方法 本調査では｢A.ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ｣による回答を推薦してます 

回答の流れ 
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第 6 回東京都市圏パーソントリップ調査の概要 

 

①  物資流動調査の目的 

物資流動調査は、東京都市圏における「物」の流れを把握することにより、都市交通の観

点から総合的な物流対策の検討を行う際の基礎資料を得ることを目的としています。  

②  調査期間 

調査期間は、令和５年 10 月～11 月までの約２か月間です。  

③  調査対象 

調査の対象地域は、東京都市圏（東京都（島しょ部を除く）・神奈川県・埼玉県・千葉県・

茨城県）を、統計調査の考え方に基づき抽出して、調査票を配布。製造業、卸売業、小売業・

飲食店、サービス業、運送業、倉庫業、水運業、航空運輸業、郵便業の事業所を統計調査の

考え方に基づき抽出  

（東京都市圏全体対象数 約８.６万事業所（茨城県：約９，９００事業所））  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第６回東京都市圏物資流動調査 

＜東京都市圏交通計画協議会＞ 

東京都市圏は、そこに住む人々の生活や活動の場であるとともに、我が国の政治、経済、文

化の中枢的な役割を果たしている世界最大の都市圏です。 

東京都市圏では、人や物の動きが都県を越えて広域に及んでおり、人々の多彩な活動や物の

流れを支える交通のあり方は、都市圏全体を見据えた広域的な課題として検討していく必要

があります。 

このため、東京都市圏内の都県・政令市及び関係機関が相互に協力・調整し、東京都市圏に

おける総合的な都市交通計画の推進に資することを目的として「東京都市圏交通計画協議会」

を 1968 年（昭和 43 年）に発足し（当時は東京都市群交通計画委員会）、継続して 50 年以上に

わたって活動しています。 


